
 

「緑の募金」記念植樹事業実施要綱 

 

１．趣旨 

 「緑の募金」の積極的な取組みと緑の重要性を普及啓発するとともに、国民参加の森林づくりを推進するため、県内全 

市町村で住民参加による植樹を実施する。 

 

２．実施方法 

（１）市町村及び町内会（集落）等が実施主体となり、集会施設・公園等を活用して、地域住民の参加により実施する。 

（２）植樹用苗木は緑化木として、社団法人にいがた緑の百年物語緑化推進委員会の本部（以下「本部」という。）から無

償配布する。なお、配布緑化木の樹種・規格は、別表のとおりとする。 

（３）植樹は可能な限り集会行事等にあわせ、普及効果があがるよう計画する。 

（４）植栽木については、地元で十分な維持管理がなされることを条件とする。 

 

３．計画・申請等 

（１）本部は、前年度の「緑の募金」実績に基づき、市町村に配布緑化木の予算を配分し、配分金額及び配布緑化木（別 

表規格）の単価を文書により市町村に通知する。 

（２）市町村は、希望する緑化木の樹種・本数を配分金額の枠内に調整し、事業計画兼申請書（様式第１号）を本部に提 

出する。 

 

４．啓発看板等の設置 

植栽木の維持管理と緑化思想の啓発を図るため、植栽施行地には、可能な限り別紙規格の啓発看板（又は標柱）の 

設置を行うものとする。ただし、経費は実施団体の負担となるため、強制はしないものとする。 

 

５．完了報告 

   市町村は、事業が完了したときは、完了日から３０日以内又は当該年度末のいずれか早い期日までに、完了報告書（様 

式第１号）を本部に提出する。 

なお、完了報告書には、写真（植樹中・植樹後、啓発看板等）を添付する。 

 

６．書類の提出期限等   

  （１）配分金額の通知   本部から市町村へ（２月下旬） 

  （２）事業計画兼申請書  市町村から本部へ（８月末日まで） 

  （３）完了報告書     市町村から本部へ（事業完了後３０日以内又は３月末日まで） 

 

７．検査について 

   本部は、必要に応じて検査を行う。 

 

８．関係書類等について 

   事業にかかる関係書類等は２年間保存する。 

 

附則 この要領は、平成１５年４月１日から施行する。 

 この要綱は、平成1６年4月１日から施行する。 

   この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

   この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

 

 

 



 

（様式第１号） 

平成  年度 「緑の募金」記念植樹事業 

（計画兼申請・完了報告）書 

平成  年  月  日 

 

社団法人にいがた緑の百年物語緑化推進委員会 

理事長 伊藤 文吉  様 

 

                                      市 町 村 名                                 

市町村長名                 

 

 

（標記事業を、下記により申請します。） 

（標記事業が完了したので、下記により報告します。） 

 

記 

 

１．記念植樹計画兼申請内容  

実 施 箇 所 申 請 緑 化 木 

住  所 施設名 
実施主体 

実施時期 

（実施月日） 
参加人数 

植樹面積 

（ha） 樹    種 本数 

        

        

        

        

（記載例）        

大字○○ ○○集会場 ○○集落 
11月上旬 

（○月○日） 
○○  ナナカマド（小） 5 

○○町 

○丁目 

○○児童 

公園 
○○自治会 

11月中 

（○月○日） 
○○ ○.○ 

ケヤキ（大） 

ツバキ（小） 

15 

10 

※植樹面積は、植栽箇所の面積を記入してください。（数本の場合は除く） 

 

２．担当者連絡先 

 （１）部   署： 

 （２）氏  名： 

 （３）TEL／FAX： 

 

３．添付資料（完了報告書のみ）   

・写真（植樹中・植樹後、啓発看板（設置した場合）等） 

※この報告書・写真を公開（冊子、HPなどに掲載）することに同意（する・しない） （○をつけてください） 



 

（別表） 

Ｈ （ ｍ ） Ｃ （ ｍ ） Ｗ （ ｍ ）

小 1.50

大 2.50 0.10 1.00

小 1.50

大 2.50 0.10 0.60

小 1.80

大 3.00 0.12 1.00

小 1.80

大 3.00 0.12 0.80

5 サクラ（楊貴妃） 大 3.00 0.08

小 1.80

大 3.00 0.12 0.70

7 ベニシダレザクラ 1.50

小 1.80

大 3.00 0.12 0.80

小 1.50

大 2.50 0.12 1.00

小 2.00

大 3.00 0.10 1.00

11 ユリノキ（ハンテンボク） 大 3.00 0.10 0.80

12 ツバキ 小 1.50 0.40

13 ユキツバキ 小 1.20

14 ウバメガシ 小 1.50 0.40

15 サザンカ 小 1.50 0.30

小 1.50

大 2.00 0.50

小 1.50

大 2.00 0.50

小 1.50

大 2.50 0.10 0.80

19 キンモクセイ 小 1.50 0.40

20 サツキ・ツツジ（大盃） 大 0.40 0.50

21 レンゲツツジ 0.40

22 シバグリ 1.50

23 クロマツ 0.70

24 アキグミ 0.70

25 スダジイ 1.50

26 コナラ 1.50

小 0.50

中 1.00

大 1.50

28 ホウノキ 1.50

29 ミズナラ 1.50

30 クヌギ 1.50

31 ミズキ 1.50

32 アカマツ（にいがた千年松） 0.70

33 ブルーベリー 0.70

配布緑化木樹種別規格表

18 コブシ

9

10

16

区 分
規 格

17

6

1

アメリカハナミズキ（赤）

アメリカハナミズキ（白）

№ 樹 種

ヤマボウシ

2

3

4

8

27 ブナ

ナナカマド

サクラ（ソメイヨシノ）

サクラ（ヤエザクラ）

イチョウ

ヤマモミジ

ケヤキ

オオヤマザクラ

 


